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 ※本仕様書（案）は、契約候補者と熊本市との契約に係る仕様書の原案とし、仕様

の詳細については、より効果的かつ効率的に業務が遂行できるように、契約候補者

（以下「受託者」という。）と熊本市（以下「委託者」という。）との協議におい

て整えるものとする。 
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第１章 総則 

 

１ 業務名称 

熊本市市有建築物包括管理業務委託 

２ 履行期間 

令和９年（２０２７年）４月１日から令和１４年（２０３２年）３月３１日 

（債務負担行為に基づく複数年契約） 

３ 対象施設及び対象業務 

別添1-1「対象施設・対象業務一覧」のとおり 

４ 委託者担当者 

本仕様書において、次に掲げる委託者担当者の区分は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 監督員 本業務の統括管理を担当する取りまとめ部署の職員をいう。 

(2) 施設保全担当者 各施設の管理を担当する当該施設所管課の職員をいう。 

(3) 施設管理職員 各施設の管理を担当する当該施設の職員をいう。 

５ 受託者担当者 

(1) 本仕様書において、次に掲げる受託者担当者の区分は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

ア 統括責任者 本業務について総合的に把握し、各業務責任者及び業務従事

者に対する統括的な指揮及び監督を行う者をいう。 

イ 業務責任者 統括責任者の統括的な指揮及び監督の下、それぞれ担当業務

に関し、業務従事者に対する指揮及び監督を行う者（受託者

が、「第１章８再委託」に基づき、業務の一部を第三者へ委

任し、又は請け負わせる場合（以下「再委託」という。）に

おいては、再委託の相手方（以下「再委託先」という。）を

含む。）をいう。 

ウ 業務従事者 統括責任者の統括的な指揮及び監督並びに業務責任者の指

揮及び監督の下、それぞれの担当業務に従事する者（再委託

する場合においては、再委託先を含む。）をいう。 

(2) 受託者は、ビルマネジメントの業務従事者の指揮及び監督を行う実務経験を自

社で通算５年以上有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及び日本語が

堪能で、コミュニケーション能力を有する者を統括責任者として定め、本業務の

開始前に監督員に届け出なければならない。 
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(3) 受託者は、各業務に関して関係法令及び本仕様書並びに別添1-3「法定点検仕

様書」に定められた資格等を有する者を業務責任者として定め、各業務の開始前

に監督員に届け出なければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。

なお、業務に支障を来さない範囲で、複数の業務及び施設の業務責任者を兼ねる

こと及び統括責任者と業務責任者を兼ねることを妨げない。 

６ 一般事項 

(1) 受託者は、本業務に関する契約書、仕様書及び指示事項等について、本業務に

携わる者に十分周知し、業務を円滑に進めるよう指導することとする。 

(2) 受託者は、本業務を的確に行うため、適正な人員を配置し、業務全般の進行管

理を行うとともに、協議事項が発生した場合には適切に対応するなど、委託者に

成り代わって対象施設の法定点検業務、修繕業務等を行う事業者として、総合的

な管理を責任もって自主的、計画的、かつ積極的に行わなければならない。 

(3) 本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、本仕様書に具体的な記載のない

ものであっても、本業務対象設備の付属品等の点検や、業務の性質上、受託者が

当然行うべき軽微な事項は、委託者と協議の上、受託者が実施することとする。 

(4) 受託者は、施設運営に支障の無いよう、業務については、原則として各施設の

職員の勤務時間中に実施することとする。 

(5) 受託者は、複数施設、複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上

及び業務の効率化のための工夫を積極的に行うものとする。 

(6) 本業務の履行確認は、原則として報告書等の文書又は電子データによるものと

する。なお、必要に応じて写真等の提出を行うなど、履行確認を適正に行えるよ

うにすることとする。（業務完了後では確認できない場合など） 

(7) 本業務の実施により生じた撤去品等の取扱いについては、監督員、施設保全担

当者又は施設管理職員の指示に従うものとする。 

(8) 本業務の実施により生じた廃材、廃油等の処分は受託者の負担で適正に処分を

行わなければならない。 

(9) 本業務上知り得た建物その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。なお、

契約期間終了後も同様とする。 

(10) 受託者が、本業務上、作成した書類、電子データ等は市へ帰属することとす

る。 

(11) 「第３章業務内容」及び別添1-2「業務概要」並びに別添1-3「法定点検仕様

書」（以下、「業務内容等」という。）に記載がある事項については、業務内容

等を優先する。なお、別添1-3「法定点検仕様書」は、現行の点検仕様書であり、

詳細については協議により決定する。 
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(12) 本業務の対象設備等の種別・数量について本仕様書及び業務内容等に記載の

内容と現況に相違がある場合は、現況を優先する。この場合において、受託者は

速やかに監督員へ報告することとする。 

(13) 本業務の履行に伴い発生する成果品に関する著作権（著作権法（昭和４５年

法律第４８号）第２７条及び第２８条の権利含む。）は全て委託者に属すること

とする。 

(14) 本業務により得られる著作物の著作者人格権について受託者は将来にわたり

行使しないこと。また、受託者は本成果品の制作に関与したものについて著作権

を主張させず著作者人格権についても行使させないことを約することとする。 

(15) 本業務に関する資料の開示請求があった場合は、熊本市情報公開条例（平成

10年4月1日条例第33号）の規定により対応する。この場合、受託者は資料収集、

情報提供等について協力するものとする。 

(16) 委託者と受託者の責任分担は、別添1-4「予想されるリスクと責任分担」によ

るものとする。 

７ 関係法令に基づく手続等 

(1) 受託者は本業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。また、

本業務に関連する法令等の改正があった場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行

い、監督員に報告することとする。 

(2) 本業務の実施に伴って必要な官公庁、その他関係機関への手続は、受託者が自

らの負担において行うものとする。 

(3) 受託者は、本業務対象施設に対して関係法令等に基づく立入検査等が実施され

る場合、施設保全担当者からの要請があれば、当該検査等に立ち会うものとする。 

(4) 受託者は、熊本市公契約条例の内容を十分に理解したうえで、同条例を遵守し、

本業務を実施すること。 

８ 再委託 

(1) 受託者は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。 

(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 

(3) 受託者は、前項の規定に基づき、委託者の承諾を求める場合は、再委託の相手

方及び内容、再委託の相手方に提供する情報、その他再委託の相手方の管理方法

等を書面により委託者へ提出しなければならない。 

(4) 再委託先の名簿 

再委託先は、業務内容に応じ、原則、次に掲げる名簿において適切な「業種」
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に登録されている者（以下「有資格者」という。）から選定することとする。た

だし、有資格者によって履行を得難い業務においてはこの限りでない。 

  ①熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱（平成

20年告示第731号）第5条に規定する参加資格者名簿 

  ②熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則（昭和41年

規則第15号）第10条に規定する有資格業者名簿 

  ③熊本市物品売買（修理）契約参加資格者に関する要綱（平成13年10月1日施行）

第5条に規定する参加資格者名簿 

  ④熊本市小規模修繕契約希望者登録名簿 

(5) 再委託先の選定方法 

再委託先は、公正性、競争性及び透明性を確保するために、原則として、複数

者による見積合わせにより選定すること。詳細については協議により決定する。 

９ 再委託事業者としての市内事業者等の活用 

受託者は本業務の実施にあたっては、市内に本社又は本店を有する事業者（以下、

「市内事業者」という。）を活用するものとする。ただし、やむを得ず市内事業者

以外に再委託する場合は、その理由を書面により監督員に提出するとともに、「第

１章８再委託」に従い、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 

１０ 使用機材等の調達 

受託者は、本業務の実施に必要な計器、工具、仮設材、養生材及び記録用紙等事

務用消耗品を自らの負担で調達することとする。 

１１ 資料の貸与 

受託者は、本業務の実施にあたり、必要な図面その他資料について、借用を申し

出ることができるものとする。この場合において委託者は、施設の管理に支障のな

い範囲でこれを貸与する。 

１２ 受託者事務所 

(1) 委託者は、熊本市庁舎（熊本市中央区手取本町1-1）内に、受託者に対して業

務従事者等の事務所（約20㎡）を無償で提供する。この場合において必要となる

光熱水費は、委託者が負担する。なお、事務所に必要な備品等は受託者の負担で

調達することとする。 

(2) 業務上必要な通信設備等の設置にかかる経費及び使用料は受託者の負担とす

る。 

１３ 委託料の支払 
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(1) 本業務に係る委託料のうち、マネジメント業務費の支払いは、均等分割による

ものとする。（各月払い、四半期払いなど支払回数及び時期については、受託者

と協議の上、定めるものとする。） 

(2) 委託料のうち、「第３章２法定点検業務」及び「第３章３修繕業務」に係る委

託料については、概算払いとし、単年度ごとの実績に基づく清算の対象とする。

（概算払いの支払回数及び時期については、受託者と協議の上、定めるものとす

る。） 

１４ 業務実施計画書の提出 

(1) 受託者は、本業務の実施にあたり、あらかじめ各業務の実施スケジュールや実

施体制等について、施設保全担当者又は施設管理職員（以下、「施設保全担当者

等」という。）と調整の上、年度ごとの業務実施計画書を作成するとともに、各

年度開始前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。なお、年間業務実施

計画書に変更が生じた場合は、適宜修正し、監督員に届け出なければならない。 

(2) 受託者は、本業務の実施にあたり、月ごとの各業務の実施スケジュール等につ

いて、対象施設の施設保全担当者等と調整の上、年間業務計画書に基づく月間業

務計画書を作成するとともに、実施する月の前月２０日までに監督員に提出し、

承諾を得なければならない。 

１５ 報告書等の提出 

(1) 法定点検業務の報告書 

受託者は、「第３章２法定点検業務」の業務報告書（作業完了報告書を添付し

たもの）を、月ごとにまとめて、実施した月の翌月１０日までに監督員に提出し

なければならない。 

(2) 修繕業務等の報告書 

 受託者は、「第３章３修繕業務」及び「第３章１(2)不具合通報への対応」の業

務報告書（作業完了報告書を添付したもの）及び実施状況一覧（施設所管課、施

設名、契約件名、契約金額、契約の相手方等を記載したもの）を、月ごとにまと

めて、実施した月の翌月１０日までに監督員に提出しなければならない。 

(3) 市内事業者への発注実績報告書 

  受託者は、法定点検業務及び修繕業務における市内事業者の見積合わせや入札

等の参加者を一覧化した資料、業種毎の発注件数及び発注金額並びにその割合を

一覧化した資料を作成し、実施した月の翌月１０日までに監督員に提出しなけれ

ばならない。 

(4) 電子データの提出 

受託者は、報告書等について可能な限り加工・分析がしやすい電子データで、
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監督員に提出すること。データの形式等、詳細については協議により決定する。 

(5) 検査・確認 

委託者は、受託者の提出した業務報告書の検査又は確認を行う。また、仕様に

適合しないとき又は不都合と認めたときは、受託者に対し業務の手直しを命ずる

ことができる。 

１６ 施設保全・マネジメントシステム運用 

(1) 受託者は、監督員及び再委託先との連絡や作業進捗状況を把握するために、オ

ンライン等で利用できるシステムを活用すること。 

(2) 法定点検業務及び修繕業務等の報告は上記システムで行うこと。 

(3) オンラインシステムの導入、利用の経費は受託者の負担とし、監督員及び施設

保全担当者並びに再委託先は無償で利用できるものとする。 

(4) 委託者が提供する法定点検業務で判明した現在の対象施設の不具合状況をま

とめた指摘事項一覧について、新規不具合や解消状況を随時更新すること。 

(5) 詳細については、事業者の提案及び協議により決定する。 

１７ 物品の帰属等 

委託者が受託者に対して委託料により物品を購入させるときは、購入後の物品は、

本市の所有に帰属することとする。 

１８ 業務の引継ぎ 

(1) 受託者は、委託期間の満了又は契約の取消しにより、次の受託者に業務を引き

継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力すること。 

(2) 次の受託者への引継ぎは、６か月～８か月程度を見込んでおくこと。 

(3) 本業務で作成した資料等の成果物について、次の受託者に引き継ぎできるよう

整理し、必要なデータ形式で提供すること。 

１９ 原状回復義務 

受託者は、契約期間の満了又は契約の取消しの場合は、委託者が認めた場合を除

き、貸与した施設又は設備・備品等を速やかに原状に復さなければならない。 

２０ 協議等 

本業務の実施において、疑義が生じた場合又は本仕様書及び業務内容等に定めの

ない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上、定めることとす

る。 
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第２章 作業一般事項 

１ 作業の打合せ 

受託者は、業務の実施にあたり、各年度開始前に承諾を受けた次年度の年間業務

計画書に基づき、あらかじめ施設保全担当者等と作業日時等について事前に調整を

行う。 

２ 作業の周知 

受託者は、業務の実施にあたり、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な

場合は、事前に施設保全担当者等に連絡する。 

３ 作業時の服装、言動等 

受託者は、業務の実施にあたり、作業を行う者の服装、作業態度及び言動等に注

意するとともに、作業関係者であることがわかるように、腕章又は胸章を着用する。 

４ 作業中の標識等 

受託者は、作業の実施にあたり、作業日程や要所に作業中であることを標識等の

掲示により周知するとともに、必要に応じ立入防護柵を設けるなどの安全を確保す

る。 

５ 作業用車両等 

受託者は、業務の実施にあたり、委託者の保有施設敷地内に車両を駐車する場合

は、あらかじめ施設保全担当者等の許可を受けるとともに、作業用車両であること

を表示しなければならない。 

６ 事故防止等 

受託者は、業務の実施にあたり、火災・盗難・事故の防止に心掛けるとともに、

職員、施設利用者、建物、電気、機械、衛生設備、通行車両、備品、本施設内の各

電算機器等及び近隣施設に対して、危害又は損害を与えないように十分留意する。 

７ 安全及び衛生 

受託者は、業務の実施にあたり、関係法令に基づいて適切な安全及び衛生の管理

を行うとともに、作業着手前のミーティング、作業中標識の掲出、危険予知訓練等

を実施し、火災、感電、転落、衝突、酸欠等の事故の防止を全ての業務従事者に徹

底する。 

８ 整理・整頓 

受託者は、常に諸機材その他の整理、整頓を心掛け、作業終了後は速やかに後片
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付け及び清掃を行う。 

９ 廃棄物等の処理 

本業務の実施により生じた廃材、廃油等廃棄物については、適法に処理する。 

１０ 禁煙 

対象施設の敷地及び建物内は全て禁煙とする。 
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第３章 業務内容 

１ マネジメント業務 

(1)本業務に関する統括管理 

本業務の主たる部分になる。施設の安全・安心を確保しながら、効果的かつ効

率的に維持管理を進め、今後の持続可能な市有建築物の適正管理を実現するため、

法定点検業務及び修繕業務の処理を中心に、本業務に関する統括管理を行うもの

とする。 

(2)不具合通報への対応 

① 受託者は、施設保全担当者からの破損又は故障等の不具合の通報を受けるこ

とが可能な窓口を設置するとともに、次の②～⑤に定める緊急対応体制を整

備する。なお、通常勤務における窓口の受付時間は、土曜日、日曜日、国民

の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前8時30分から

午後5時15分までを想定しているが、緊急対応体制における受付時間につい

ては事業者の提案による。 

② 受託者は、施設保全担当者から、本業務対象施設の建築物及び建築設備並び

に附属施設に関する不具合の発生について通報を受けた場合は、当該不具合

の状況を確認し、原因を特定するため、現場調査等を行い、不具合を解消す

るための提案や見積書の作成を行うものとする。 

③ 受託者は、施設保全担当者の通報の内容から緊急に対応を行う必要があると

判断できる場合は、直ちに適切な措置をとること。 

④ 上記②③の場合において、受託者が不具合の原因を特定できない場合は、原

則として、当該設備等の製造者又は納入者の作業員等を派遣し、不具合の原

因の特定にあたらせるものとする。 

⑤ 受託者は、台風、風水害等により建築物及び建築設備並びに附属施設への被

害の発生が予測される場合、速やかに対応できるように事前に対策準備を進

めるものとする。 

(3)施設巡回点検 

受託者は、各施設の状況を把握、認識し、本業務を効果的かつ効率的に実施す

るため、各施設を巡回し、施設保全担当者等から建築物及び建築設備等に関する

不具合についての聴き取りや現地調査等を行う。具体的な手順、回数、方法等に

ついては事業者の提案による。 

(4)軽微な補修 

受託者は、「第３章１(2)不具合通報への対応」、「第３章１(3)施設巡回点検」、

「第３章２法定点検業務」及び「第３章３修繕業務」等の実施により確認した破
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損又は故障等の不具合箇所について、次に掲げる軽微な補修を行うことで当面、

機能が維持できる場合は、自らの負担で補修することとする。 

① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃 

② 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め 

④ 潤滑油、グリス、充填油等の補充 

⑤ 接触部分、回転部分等への注油 

⑥ 軽微な損傷がある部分の補修（交換部品を除く。） 

⑦ 塗装（タッチペイント程度） 

⑧ 給排水設備に関連するパッキンの交換 

⑨ ①～⑧に類する軽微な作業 

２ 法定点検業務（詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。） 

(1) 受託者は、別添1-2「業務概要」のとおり法定点検業務を実施しなければなら

ない。 

(2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督員及び施設保全担当

者に提出し、確認を受けなければならない。 

(3) 受託者は、法定点検業務の実施により破損又は故障等の不具合を確認した場 

合は、監督員及び施設保全担当者へ報告すること。また、施設保全担当者から

当該不具合に対する修繕の依頼があった場合は、「第３章１(4)軽微な補修」及

び「第３章３修繕業務」に従い業務を実施すること。 

(4) 関係法令等の改正や、本市が提供する対象施設の工事の影響を踏まえ、別添1-3

「法定点検仕様書」を適宜修正すること。 

３ 修繕業務（詳細な業務フロー等は受託者決定後、協議により決定する。） 

(1) 受託者は、「第３章１(2)不具合通報への対応」、「第３章１(3)施設巡回点検」

及び「第３章２法定点検業務」等の実施により確認した破損又は故障等の不具合

箇所について、「第３章１(4)軽微な補修」に該当するものを除き、別添 1-2「業

務概要」のとおり修繕業務を実施しなければならない。 

(2) 受託者は、作業終了後、作業完了報告書を作成の上、監督員及び施設保全担当

者に提出し、確認を受けなければならない。 
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第４章 モニタリング 

委託者は、業務実施計画書及び報告書等並びに協議等を通じ、受託者の適正な業務

の実施と業務の効果・効率の向上のため、モニタリングを実施する。ただし、モニタ

リングの方法や業務の実施方法等の詳細は、受託者による企画提案内容に依存するた

め、本契約の締結後に策定する業務実施計画において定める。 

１ 定期モニタリング（毎月/毎年） 

委託者は、受託者が提出する業務報告書（年次・月次）等に基づき、業務実施計

画書に合致した業務が実施されているか、モニタリングを実施する。受託者は、業

務実施計画書と実際の実施状況や、達成度、その成果等について検証を行い、自己

評価を実施し、監督員に提出すること。なお、受託者は、当該モニタリングの実施

にあたり、委託者に対して最大限に協力すること。 

２ 随時モニタリング 

委託者は、必要と認めるとき、施設・設備の巡回、業務監視、受託者に対しての

説明の要求及び立ち合い等を行い、受託者の業務実施計画書を確認する。なお、受

託者は、当該モニタリングの実施にあたり、委託者に対して最大限に協力すること。 

３ 定例連絡調整会議の開催 

本業務の円滑な実施を図るため、委託者と受託者で構成する定例連絡調整会議を

設置する。定例連絡調整会議は、原則として、月１回受託者が開催し、委託者に対

してモニタリングの結果に基づく検証、業務遂行上の課題の把握や改善策の立案、

各業務の年次・月次報告等を行う。 

４ アンケートの実施 

受託者は、施設保全担当者等への運用状況に関するアンケート調査などのモニタ

リングを年１回以上行い、監督員の確認を受けるものとする。実施方法等、詳細に

ついては協議により決定する。 

５ モニタリング結果に対する措置等 

モニタリングの結果、本件業務の不履行及び要求水準の達成が不十分であると判

断した場合には、次の処置を行う。 

(1) 改善要求 

委託者は、本件業務の不履行及び本仕様書に定める事項への対応が不十分であ

ることが確認された場合には、受託者に直ちに適切な措置を行うよう改善要求を

行う。その結果、速やかに改善・復旧がされない場合には、改善勧告を行い、受
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託者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業務不履行のうち、重大な事象に

ついては、直ちに改善勧告を行い、受託者に改善計画書の提出を求めるものとす

る。 

受託者は、定められた期間内に改善策等を記載した改善計画書を委託者に提出

し、委託者の承諾を受ける。 

受託者が提出した業務改善計画が、業務不履行及び要求水準未達成の状態を改

善・復旧することが可能なものであると認められない場合には、業務改善計画書

の変更、再提出を求めることができる。 

受託者は、承認を得た改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、その結

果を委託者に報告する。ただし、改善期限を過ぎた後も改善・復旧を確認するこ

とができない場合には、委託者は、再度改善要求を行うことができる。 

(2) 契約解除及び違約金 

委託者は、受託者が(1)によっても是正しない場合は、契約書に基づき、契約

解除及び違約金の請求を行うものとする。 

 

 


